
令和３年度 第１回 大田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議 議事要旨 

 

日  時 

  令和３年６月 24 日（木） 午後１時 30 分～午後３時５分 

会  場 

ウェブ会議（ウェブ会議に不参加の委員は書面による意見提出） 

出席委員（12 名） 

佐藤会長、藤原委員、深道委員、田中委員、丸山委員、瀧委員、 

小野委員、中原委員、常安委員、冨田委員、御任委員、冨井委員 

書面による意見提出（７名） 

安達委員、塩津委員、藍原委員、柿本委員、林委員、春澤委員、中村委員 

欠席委員（２名） 

正林委員、松坂委員 

区出席者   

張間福祉支援担当部長、黄木高齢福祉課長、浅沼元気高齢者担当課長、 

小西介護保険課長、原介護サービス推進担当課長、田邉大森地域福祉課長 

 

次  第  

（１）「おおた高齢者施策推進プラン及び高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議」

について  

説明者：高齢福祉課長・介護保険課長 

（２）「おおた高齢者施策推進プラン」令和２年度実施状況について  

  説明者：高齢福祉課長・介護保険課長 

（３）報告事項 （地域ケア会議区レベル会議） 

  説明者：高齢福祉課長 

 

資 料 

【資料番号１】大田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議設置要綱 

【資料番号２】大田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議委員名簿 

【資料番号３】大田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議区側出席者名簿 

【資料番号４】おおた高齢者施策推進プラン第７期計画実施状況案(重点項目) 

【資料番号５】介護保険法第 117条に基づく介護保険事業計画の事業評価及び公表に

ついて(法定報告) 

【資料番号６】大田区地域ケア会議実施計画 

【資料番号７】地域ケア会議の令和２年度の報告と令和３年度の予定について 

【参考資料】ウェブ・書面の併用による会議開催にあたっての意見聴取について 



議事要旨 

介護保険課長 

委員の皆様こんにちは。本日の司会を務めさせていただきます、介護保険課長でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

ただいまから、令和３年度第１回「大田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会

議」を始めさせていただきます。本日、私の端末の不具合により、事務局の端末を使用

しております。その点、ご容赦いただければと思います。 

 本日の推進会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年度同様ウェ

ブ会議とさせていただきます。参加の難しい方、また本日都合のつかない方につきまし

ては、書面会議という形で、事前にご意見を頂戴しております。昨年から引き続きまし

て、区出席者も一部減らしておりますのでご了承ください。 

また、本日、福祉部長が大田区シルバー人材センターの総会と重複しておりまして、

欠席させていただいております。代理といたしまして、福祉支援担当部長が出席させて

いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

  

続きまして、出席委員のご報告をさせていただきます。本日、12名の方がウェブ会議

によりご出席いただきました。また、事前に７名の方から、書面によりご意見を頂戴し

ておりますのでご報告いたします。 

 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。資料番号１番「本推進会議の設置要

綱」を添付させていただいております。ご確認ください。資料番号２番「委員名簿」で

ございます。資料番号３番「区委員の名簿」でございます。資料番号４番「おおた高齢

者施策推進プラン第７期計画実施状況（重点項目）」でございます。資料番号５番「介

護保険法 117 条に基づく介護保険事業計画の事業評価及び公表について（法定報告）」

でございます。続きまして、資料番号６番「大田区地域ケア会議実施計画」を添付させ

ていただいております。続きまして、資料番号７番「地域ケア会議の令和２年度の報告

と令和３年度の予定について」。参考資料といたしまして「ウェブ・書面の併用による

会議開催にあたっての意見聴取について」とさせていただいております。よろしいでし

ょうか？それではこのままで続けさせていただきます。 

 

続きまして新委員のご紹介でございます。本日より、シルバー人材センターの柿本委

員が新しく委員として就任をしていただきました。本来であれば一言いただきたいとこ

ろではございますが、先ほど申し上げましたとおり、シルバー人材センターの総会と重

なっておりまして、欠席ということになります。本日はお名前のみのご紹介とさせてい

ただきますので、ご了解ください。 

 



それでは、次第２に移りまして、会長よりご挨拶賜れればと思いますので、会長、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

会長 

 どうもみなさんこんにちは。ご挨拶を申し上げます。委員の皆様、お忙しいところ、

ありがとうございます。 

今年度から第８期の計画期間が始まっておりますけれども、大田区内の高齢者の皆様

が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちをつくるというのが計画の基本理念でござ

います。そのためには、方向性を間違わずにＰＤＣＡを回していくことが重要でありま

すし、この３年間は大田区版の地域共生社会の実現に繋げる準備を着実に進めていく３

年間でもございます。高齢者の皆様が安心して幸せに暮らせるということは、ほかの全

世代の皆様も幸せに暮らせるということだと思います。サービスを増やして行き届くと

いうことだけではなく、この大田区が区民の皆様にとって安心できる心の居場所になり

ますように、それができたらいいなと思います。 

私ももとより微力ではございますので、委員の皆様のご支援をいただきまして、区民

の皆様に貢献をすることができますように、何卒よろしくお願い申し上げまして、ご挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

介護保険課長 

 会長ありがとうございました。 

続きまして、福祉支援担当部長よりご挨拶申し上げたいと思います。 

 

福祉支援担当部長 

皆様こんにちは。私、大田区の福祉支援担当部長で、大田区福祉事務所長をさせてい

ただいております。もともとこの会議のメンバーではございますが、昨年度 1 年間は、

新型コロナウイルス感染症の影響により、私自身も出席を制限されていた立場でござい

ましたので、約１年ぶりの皆様との会合ということになりました。どうぞ本日はよろし

くお願い申し上げます。  

本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ウェブ会議と書面会議の併用での

開催となりました。昨年度からの新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、この

推進会議だけでなく、様々な高齢者福祉施策、介護保険施策は大きな影響を受けてござ

います。このような中でも、区内の事業所の皆様方、おひとりおひとりのご努力で、区

内の高齢者の健康維持、また介護サービスが成り立っていると思っております。この場

を借りて改めて、区内の事業所の皆様方に感謝申し上げます。 

大田区では、施設に入所していらっしゃる 65 歳以上の高齢者の方は４月 19 日から、

また、一般の 65 歳以上の高齢者の方は５月 25 日からワクチンの接種が開始されまし



た。さらには、今月中には、私自身も含めて、大田区の 65 歳以下の方々にも接種券が

送付される予定でございます。大田区のワクチン対応は遅いと一部では言われてもおり

ましたが、順次、接種年齢、また接種会場の拡大に努めさせていただいているところで

ございます。 

 

さて、先ほど会長がおっしゃられたとおり、この４月から第８期のプランがスタート

いたしました。このプランでは、大田区版の地域共生社会の実現に資する包括的な 

支援体制の構築のための全庁的な検討、調整を図る準備期間としても位置付けてござい

ます。間近に迫った 2025 年に向け、さらにスピードをあげて進めていく必要がござい

ます。そのためには、引き続き、この会議の委員の皆様方のご忌憚のないご意見、ご協

力を賜りながら、８期のプランを着実に実行してまいりたいと思います。また、国では、

社会福祉法等々改正があり、重層的支援体制整備事業、まさに大田区版の包括的な支援

体制を構築することも、大田区はこれからの３年間で試されているとも考えてございま

す。是非、皆様のお力を借りて、それを実現したいと考えてございます。 

最後になりますが、この８期のプランの策定にあたりましては、昨年度からも書面会

議、ウェブ会議、またご参集いただく会議等々で、様々な形で委員の皆様方にご不便を

おかけしながらもご協力賜れましたことを改めて最後に感謝を申し上げたいと存じま

す。 

挨拶が長くなりましたが、重ね重ね委員の皆様には心から感謝を申し上げまして、福

祉部代表としての挨拶とさせていただきます。どうぞ本日、また今年度もよろしくお願

いを申し上げます。 

 

介護保険課長 

部長ありがとうございました。 

それでは、議事に進みたいと思います。次第３に移ります。 

委員の皆様のご発言に際しましては、画面に向かって挙手をお願いできればと思いま

す。また、事務局側ではミュートの解除の操作が出来ませんので、ご発言の際には、下

の方にありますミュートのボタンをご自身で解除をしてからご発言いただきますよう

お願い申し上げます。 

それでは、ここから会長にバトンタッチをしていきたいと思います。会長よろしくお

願いいたします。 

 

会長 

 はい、よろしくお願いいたします。それでは、議事に移ります。次第の３番目でござ

います。「おおた高齢者施策推進プラン及び高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会

議」について、事務局より説明をお願いいたします。 



高齢福祉課長 

 はい。事務局の高齢福祉課長でございます。この４月より着任いたしました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

それでは、私から、次第に従いまして３番、「おおた高齢者施策推進プラン及び高齢

者福祉計画・介護保険事業計画推進会議」についてご説明を差し上げます。 

 

添付してございます資料番号１から３でございますが、毎年度初回の会議でお示しし

ているものでございます。このたび皆様方のご協力いただきまして「おおた高齢者施策

推進プラン第８期」を策定させていただきました。水色の冊子となってございます。計

画期間は、令和３年度から５年度の３か年となってございます。この計画の進捗管理を

行い、区の地域包括ケアシステムを推進するために設置してございます会議体が、「大

田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議」となってございます。設置要綱を資

料番号１としてお配りさせていただきました。 

 

続きまして、資料番号２は推進会議の委員名簿、資料番号３は区側の出席者名簿とな

ってございます。先ほどもございました新規の推進会議委員は柿本委員にお願いしてご

ざいます。推進会議の区側の出席員でございますが、資料番号３のとおりでございます。

人事異動等ございましたので令和３年度は表記のメンバーとなります。新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、ウェブ会議あるいは人数を絞っての会議の開催となります。

委員の皆様に対して新たな委員がお顔を合わせる、ご挨拶をする等が難しい状況でござ

います。この時間を持ちまして、ご紹介とさせていただければと思います。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。今のご説明について、何かご質疑はございますか？で

は、「おおた高齢者施策推進プラン及び高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議」

については、以上とさせていただきます。 

続きまして、次第の４番です。「おおた高齢者施策推進プラン」令和２年度実施状況

につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

高齢福祉課長 

それでは、事務局よりご説明を差し上げます。 

次第の４番になります。「おおた高齢者施策推進プラン」第７期計画実施状況（重点

項目)につきまして、高齢福祉課の担当部分を私から説明させていただきます。 

資料番号４をご覧ください。こちらは「高齢者施策推進プラン」の冊子、前計画でご



ざいますので黄色い冊子になりますが、その 67 ページにあります重点事業の実施状況

となってございます。資料は、第７期計画に定めました７つの重点項目について、令和

２年度の実施状況の振り返りを行った結果と、３年度の取組計画を記載してございます。 

 

全体を総括いたしますと、２年度は新型コロナウイルス感染症が各事業に大きな影響

を及ぼしました。そのため、回数や件数の減少や、集客型事業の中止あるいは縮小など

が多く見られてございます。半面、そういった状況の中でも、感染症対策を徹底し、回

数や人数を調整して開催するなどの工夫をしたり、ウェブを活用した新たな取組を始め

たりなど、そういった取組が始まった１年であったとも言えるかと思います。時間も限

られてございますので、各項目についていくつかピックアップしてご報告を申し上げま

す。 

 

まず１ページ目は、「地域包括支援センター機能強化」を始めとし、そのほか７つの

重点項目、及びそこに紐づく事業の一覧となってございます。 

おめくりいただきますと、２ページ目になりますが、「地域包括支援センターの機能

強化」でございます。２年度の振り返りとして、２つ目の丸、包括職員を中心とした内

部検討会の場を通じ、包括が抱える課題の共有、解決に向けた取組を行ってまいりまし

た。下段の令和３年度の取組計画といたしまして、質的向上につきましては、「機能ア

ップ三箇年計画」の最終年にあたるため、進捗状況の確認と支援を進めてまいります。

また、課題の共有、解決に向けた支援につきまして、タイムリーな対応を進めてまいり

たいと思います。 

 

続きまして、３ページ目でございます。①「在宅医療・介護連携の推進」の項目にな

ります。こちらにつきましては、２年度の振り返りといたしまして、ウェブ会議を活用

した在宅医療関係者による情報共有、在宅医療を区民に知っていただくためのガイドブ

ックの配布などを実施いたしました。 

３年度の取組といたしましては、引き続きウェブ会議を活用した連携強化に努め、区

報なども活用しながら、さらなる在宅医療の周知を進めてまいります。 

 

続きまして、４ページでございます。②の「認知症施策の推進」です。２年度の振り

返りといたしましては、認知症カフェやサポーター養成講座、高齢者の見守り訓練など、

新型コロナウイルス感染症の影響により、縮小あるいは中止せざるを得ないこともござ

いました。10 月には、若年性認知症の支援相談窓口を開設し、家族会「ハーモニー」の

立ち上げを行いました。既に開始してございます認知症デイも、相談の開始に伴い、待

機者、相談者がいらっしゃる状況にあるため、利用枠の拡大の検討をする必要があると

考えてございます。 



続きまして、５ページになります。３年度の取組につきましては、認知症初期集中支

援チームの医療機関や認知症コーディネーターと連携強化、アウトリーチチームとの連

携強化など、関係者あるいは医療機関との連携強化を中心に取り組んでまいります。ま

た、認知症サポーター養成講座を積極的に進め、サポーターが地域で活動できるようス

テップアップ研修、チームオレンジ活動の開始に向けた検討を進めてまいります。新規

事業といたしましては、認知症検診事業も７月１日から開始の予定となっております。 

 

おめくりいただきまして、６ページになります。③の「生活支援・介護予防サービス

の基盤整備の推進」でございます。２年度の振り返りといたしましては、介護予防事業

につきましては、最も新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた事業のひとつでご

ざいました。緊急事態宣言等により、事業の中止を余儀なくされ、高齢者のフレイルの

進行なども心配されたところでございました。そのような中、「離れていてもつながる」

取組を進め、各地区のコーディネーターが連携し、中心となり、啓発イベントの実施な

どを行ってございます。また、地域の担い手の拡充のため、絆サポートの登録説明会を

実施したり、区内特別養護老人ホームや一般介護予防事業などでもボランティアの活用

等を行ってございます。 

７ページに移ります。３年度の取組につきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響により高齢者が閉じこもりがちになり、動かなくなってしまうことによるフレイルや、

要介護状態に陥りやすくなってしまっている状況、地域活動が停滞している状況等を鑑

み、おおたフレイル予防事業の活動が広がっていけるよう、関係団体と連携し地域ぐる

みのフレイル予防の取組を推進してまいります。また、ＩＣＴの活用や少人数での開催、

地域活動の継続に向けたリーダー養成やボランティア等の担い手の育成も引き続き取

り組んでまいります。 

 

おめくりいただきまして、８ページでございます。④「高齢者の居住安定に係る施策

との連携」でございます。２年度の振り返りといたしましては、これまで実施しており

ます住宅改修や、生活支援付すまい確保事業などは円滑な事業実施に向けた取組を進め

てまいりました。また、居住支援協議会の設置に伴いまして、事業の見直しも進められ

てきてございます。 

３年度も居住支援協議会を中心に、さらなる住宅施策と福祉施策の活用、相談窓口の

充実を進めてまいります。 

 

続きまして、９ページでございます。⑤「地域ケア会議の開催について」です。２年

度の振り返りといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、会議開催の

回数が昨年度の約半分となってしまいました。一方、その中でも工夫して開催し、３年

度の開催に向けて、ウェブ会議など新しいモデルを作った地域もございました。 



３年度の取組は、やはり新型コロナウイルス感染症の状況下における会議開催につい

ての検討を進めていく必要があると考えてございます。あわせて、会議の体系を通じま

したＰＤＣＡサイクルの確立に向けた検討も進めてまいります。 

 

11ページでございます。10ページをとばさせていただいて 11 ページを先にご説明を

させていただきます。⑦の「就労・社会参加の支援」についてです。２年度の振り返り

といたしましては、高齢者の就労の充実に向け、シルバー人材センターとハローワーク

との連携を図り、希望に沿った就労に繋げるための支援に努め、シルバー人材センター

の事業案内のパンフレットの配布、あるいは会員のスキルアップのための研修などを実

施してまいりました。また、シニアクラブの活性化に向け、各特別出張所に対し情報共

有を行ったり、シニアステーション事業につきましては、連絡会を開催し、各施設同士、

地域包括支援センターとの連携を進めるなど、連携を意識した事業を進めてまいりまし

た。 

３年度の取組でございます。さらに高齢者の社会参加を進めていくため、就労の面で

は、関係機関の役割の明確化や連絡強化、会員増強の取組を進めてまいります。また、

シニアクラブにつきましては、役員の高齢化や後継者不足、会員減少など各クラブによ

って様々な課題を抱えているところも少なくありません。そのため、各クラブの実情に

あわせた支援を考えてまいります。 

 

高齢福祉課長よりは以上でございます。 

 

介護保険課長 

はい。それでは、介護保険課長の私から先ほど高齢福祉課長がとばしました 10 ペー

ジをご説明申し上げます。 

⑥の「人材の確保及び資質の向上」ということで、こちらは、いわゆる研修と就職の

面接相談会といったところが主な柱でございます。新型コロナウイルス感染症の影響に

より、非常に大きな影響を受けております。集合研修をオンライン研修に切り替えたり

しましたが、切り替えられなかったものもあり、前年度と比べて実施回数が減ったとい

うような影響を受けております。また、事業所への実地指導につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響によりまして、施設系については中止といった影響が出て

おります。また、給付適正化システムの活用による事業者の育成については、点検件数

を増やして不適切な請求の発見というものに努めております。 

今後の課題といたしましては、初任者研修の助成の実施状況については元年度と比べ

て減少しているということ、それから、利用事業所が固定化しているということで、周

知、また、新しい事業団体を掘り起こすというものを進める必要があると考えておりま

す。また、定例就職面接会は、ハローワークなどと相談し、新たな方向、体系でやり方



を模索しながら、今後、的確に介護人材の確保、掘り起こしに努めていきたいと考えて

おります。また、介護職員の実務者研修等々につきましては、事業の周知の強化に努め

まして、介護サービスの質の向上に取り組んでいくということを考えております。また、

１番最後、下の方の第三者評価につきましても、利用する事業所が減少しているという

ことで、こちらも、やはり同じ事業所だけではなく、新しい事業所もこういったものを

活用しながら、利用促進に向けて取組を進めていくということで、介護人材と、並びに

資質の向上に努めていきたいと考えております。 

 

 私からの説明は以上でございます。 

 

高齢福祉課長 

すみません、高齢福祉課長から引き続きもう少し説明させていただいてよろしいでし

ょうか？今、申し上げてまいりました様々な事業の実施状況につきましては、本日以降、

大田区ホームページにて公開をさせていただく予定になってございますので、ご承知お

きください。 

 

それからもうひとつ、本日書面会議として参加いただいていらっしゃる委員の皆様方

からご意見をいただいてございますので、ご紹介させていただきます。右上に参考資料

と記載があります資料をご用意させていただいたと思います。そちらに沿ってご説明を

申し上げます。資料中の２番になりますが、委員からのご意見を一覧にして表にさせて

いただいてございます。 

１番上に記載のご意見でございますが、地域包括支援センターの機能強化について、

課題や困り事に対し、迅速な対策を打つ必要性、あるいはスピードの重視といったこと

が必要だとご意見をいただいてございます。迅速な対応はご意見のとおり重要と考えて

ございますので、情報共有から解決を目指した対応まで、迅速に対応できるように取り

組んでまいりたいと思います。 

それから、２段目以降のご意見でございますが、情報の共有あるいは周知に関するも

のになってございます。ご意見を踏まえまして、各周知の機会を設け、定期的にお知ら

せをしてまいりたいと思います。 

次に裏面でございますが、表の１番下のご意見でございます。内容といたしましては、

フレイル予防の３要素のひとつである「栄養」について、「食べる」「飲み込む」ことに

ついての区民周知が弱いと思う。保健所だけでなく、福祉部からもインフォメーション

を、さらに周知してもらいたいといった内容になってございます。福祉部といたしまし

ても、昨年度、区報特集号で口腔ケアについて掲載をしたところでございますが、今後

も引き続き周知に努めてまいりたいと思います。 

 



資料番号４についての説明は以上になります。 

 

介護保険課長 

それでは会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 

はい、ありがとうございました。ただいまの事務局からのご説明の内容につきまして、

ご質問、ご意見等ございましょうか？手を挙げていただいたら。はい、委員。 

 

委員 

何点かございます。 

まず 1 番最初に、６ページのフレイル予防についてなのですが、私たち糀谷地区は、

今まで元気シニア・プロジェクト糀谷ということで３年間、地域で引き受けてやってま

いりました。その後も、大田区元気シニア・プロジェクトチーム糀谷ということで継続

して活動しています。昨年は新型コロナウイルス感染症の関係で、施設内に集まるとい

う活動はほとんどできなかったのですけれども、様々な知恵を集めてウォークラリーと

いうのを昨年と今年１回ずつやってみました。そうしましたら、今までのイベントだと

70 数名ほどの参加だったのが、このウォークラリーという、ポイントを探しながら外

で歩く、なおかつ終了した人には景品もつきますということをやりましたら、300人以

上の方々がそれぞれに参加できるようになりました。新型コロナウイルス感染症が原因

で、結果的に参加人数を増やすような活動ができたというものがひとつありました。こ

れは報告でいいと思います。 

 

あと質問なのですけれども、７ページの見守りキーホルダーについて、更新の数が少

ないと出ていますが、この見守りキーホルダーがどのように役に立つかというアピール

が少し足りないような気がします。アピールが足りないのと同時に、あまり効果がない

という人も実はいまして、そこら辺の疑問を払拭するような周知徹底をしていただきた

いなと思います。 

 

続けて、11 ページなのですが、いこいの家の施設改修を順次進めていくという記述

がありますけれども、実際問題、いこいの家は施設が古いということと、エレベーター

がない施設が大多数だと思いますので、この辺が非常に大きなネックになっているのか

なと思います。具体的に、後で結構ですが、どの辺を改善していくのか、その方向性を

示していただければありがたいなと思います。 

 

最後に、私はシニアクラブから選出されてこちらの委員にさせていただいていますの



で、シニアクラブのことを取り上げていただいて大変ありがたいと思います。本年につ

きましても、令和２年度に比べて令和３年度は実は２クラブ消滅してしまいました。人

数にすると 800人弱、790数名だったと思いますが、減少いたしました。これはやはり、

ここに書いてあるように、会長をはじめ、いわゆる運営者側の負担が非常に大きいとい

うのが実はあって、会の中心になる方のなり手がいなくなっているというのが原因です。

資料に、シニアクラブ運営面などの疑問点や不安に感じている点をと書いていただいて

いるのですが、これはやはり今の体制で、今の担当者の方々でやっていただけるという

ことなのでしょうか？ 

それと、シニアクラブ運営における役員の負担軽減、これはおそらく連合会のことを

書いていただいていると思うのですけれども、これについても具体的にどの辺の負担軽

減を考えていただいているのかをもう少し説明をしていただければと思います。 

以上です。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。３点ありましたね。見守りのキーホルダーのことと、

いこいの家の改修の方向性、それから、シニアクラブの運営が大変と提言をしていると

いうことで、それについてのテコ入れ支援をどのように考えているのかということだと

思います。この３点についてご質問がありました。ではそれぞれ、見守りキーホルダー

からお願いして良いですか？はい、高齢福祉課長。 

 

高齢福祉課長 

はい、高齢福祉課長でございます。私から２点、ご説明をさせていただきます。 

まず、見守りキーホルダーの件でございますが、現在、見守りキーホルダー登録者数

は約 35,000 人の方々にご登録をいただいているところでございます。アピールが足り

ないのではないかというようなご意見を頂戴したかと思います。また、そのアピールの

中に、どういった効果があるのかをもう少し分かるようにすべきではないかというご意

見と受け止めさせていただきました。見守りキーホルダーにつきましては、いただいた

ご意見について、本当にそのとおりだなと思っております。私どもといたしましては、

行方不明になってしまった高齢者の方が安心、安全に、無事故でいち早くお戻りできる

ような形でキーホルダーを身に着けていただきたいと考えてございます。そういった想

いも含めまして、今後もアピールしていきたいと考えてございます。結果的にこのキー

ホルダーがあったおかげで消息が分かったということももちろんございますので、そう

いったことも含めまして、機会があれば是非アピールをしていきたいと思っております。

そして、1人でも多くの方にご利用いただければと考えているところでございます。 

 

それから、いこいの家の工事の件でございます。いこいの家はかなり昔の建物になっ



てございますので、多くのいこいの家が徐々に改修時期になっていくと認識してござい

ます。現在、まだ具体的に「ここをこうする」というところまでは、はっきり決まって

いる状況ではございません。ただ、今申し上げた必要性と課題、介護予防等含め、どの

ようなことが求められているのか、どのような機能を持ったいこいの家にしていくべき

なのか、そういったことも踏まえまして、同時に検討をさせていただきながら改修工事

の方に進めていけたらというところでございます。 

 

私からは以上です。 

 

会長 

 はい、ありがとうございました。はい、お願いします。 

 

元気高齢者担当課長 

元気高齢者担当課長でございます。委員ありがとうございます。委員のご意見、それ

からご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まず 1 点目、ご意見をいただいたフレイル予防の関係でございますけれども、本当に

糀谷地区様におかれましては、元気シニア・プロジェクト、さらにそれを進化させた形

で今こういった新しい生活様式の中でも展開できているという点では、まさにモデルと

して他地区にもそういった取組というのを広げていきたいと考えているところでござ

います。 

 

それから、２点目のいこいの家についても、若干、高齢福祉課長の補足をさせていた

だきたいと思うのですけれども、もちろん、老朽化に伴う工事というのは必要な部分が

ございます。加えて、今後いこいの家をどういう形で機能充実させていこうか、どうい

った機能を持たせていこうかというところは、様々な可能性も含めて、今年度、有識者

の方を交えて検討会を設けて検討していきたいと考えております。また、その結果につ

きましては、皆様と共有しながら色々と考えていきたいなというところでございます。 

 

また、３点目のシニアクラブの運営についてです。残念ながら、シニアクラブ様の会

員数は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、微減という状況でございます。他区

も、微減という状態がずっと続いている状況でございます。どういったところに課題が

あるのかということをお伺いしますと、新たな役員の担い手がいないということで、1

番困ってらっしゃるのは、会計の管理等、実務的なところが困っているということです。

ここにも書いてございますけれども、必要なクラブ様には、個別に説明会を設けて対応

をするとともに、そういった相談があった内容につきまして、シニアクラブ連合会様を

通じ、全体で課題等を共有しながら我々も支援にあたってまいりたいと考えております。 



以上でございます。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。委員、よろしいですか？はい、ありがとうございます。

はい、ではそのような方向で進めていただきたいと思います。 

それ以外いかがでしょうか？はい、委員から良いですか？ 

 

委員 

 今日は後ろに当センターの設立者であります渋沢栄一もオブザーバーとして参加さ

せております。 

今回のご報告を聞いていますと、やはりひとつのキーワードが「就労」だと思うので

す。今回項目別に見ましても、⑥の人材確保の部分、あるいは⑦の就労社会参加の支援

といったところ、また②の認知症の方の就労というものも含めると、この就労というの

をいかに総合的に展開していくかということが大きなキーワードになるのではないか

なと思います。 

今日は、せっかくですので、少しだけパワーポイントをご紹介させていただきたいと

思っております。少し画面共有をさせていただければと思います。よろしいでしょう

か？すみません、少しお時間いただいて申し訳ないのですが。 

 

私どもの研究チームでも長く就労の研究をやっておりまして、やはりひとつは高齢者

が社会参加、社会貢献するというひとつのキーワードの中で、いかに生きがいを感じて

感謝される就労があるかということを長年検討してまいりました。そうしますと、やは

り直接感謝される仕事が大事だということで、身の回りの福祉領域、つまり家事や介護、

育児といったところで、若年世代とワークシェアをする。あるいは、こちらにあります

最近介護助手と呼んでおりますが、専門職の周辺業務、準備や後始末など、そういった

ものをサポートする、れっきとした労働者なのですけれども、そういったものが注目さ

れております。これは、国も、これからの福祉の就労のあり方として、今まではマルチ

なタスクを持った専門職の方がともかくやるということだったのですが、それだけでは

数の上でもカバーできないと。もっと分業化して、パートパートで準備だけや後始末だ

けといったような、資格がなくてもできる仕事をどんどん増やしていく必要があるとい

った、仕事の切り分けというものを進めているところなのです。 

その中のひとつのモデルというのが介護助手と言います。高齢者施設でプロのヘルパ

ーさん、あるいは専門職の方の周辺業務をやる担い手ということです。これは国も進め

ているところなのですが、私もここ３年くらい、厚生労働省の様々なモデル事業も受け

ておりました。そして、これはひとつのエビデンスなのですが、三重県でそういたパイ

ロット事業を県内の多数の施設で高齢の介護助手を導入して仕事を切り分けてやって



おります。そうした結果、もちろん高齢者が生きがいを感じているという結果が出てい

るのですけれども、重要なのはやはり、周りの職種、現役の世代の方、現役の介護士に

どういう効果があったのか、施設全体にどういった効果があったのかというのを見てい

ました。すると、やはり現役の同僚の若い介護スタッフからすると、高齢のアシスタン

トの介護助手ができるだけ一緒に仕事をコラボしている職場の現役スタッフほど、介護

助手に対しての満足感が高かったり、あるいはその介護助手を多数導入している施設ほ

ど、施設の現役職員のバーンアウトの得点というのが低いというようなことも分かった

りしました。そういう意味では、三方良しの効果があるのでないかなと見ております。 

この大田区も昨年来、福祉人材センターを設立されたりということで非常に積極的に

アプローチをかけられているかと思います。しかし、要はこの福祉人材不足というのは、

大田区だけではなく、周りの隣接する市区町村全ての問題ですので、いかにその綱引き

に勝てるかということが問題だと思うのです。ですので、抜本的に戦略を打ってやって

いかないとダメだという意味で、ひとつはそういった介護助手の導入などです。そうい

った、ほかの地域はまだまだやっていないところを導入していくことも大事なのではな

いかなと思いました。 

 

もう 1 点、就労支援も、認知症との絡みや、地域共生社会との絡みというところで重

要になってきますのが、こちらにお示ししております、厚生労働省が示しています一般

介護予防の通いの場のイメージ図というものです。これは、現在第８期の介護保険事業

が進められておりますが、その基盤となりましたあり方検討会というのが令和元年に行

われました。私もそのときの委員を拝命していたのですが、通いの場を多様化していく、

様々な通いの場を作っていくという中で、明らかに厚生労働省が、就労的な活動ができ

るような通いの場をどんどん広げていきましょう、というような流れにあります。そう

いう中で、単に元気な高齢者だけがバリバリ仕事をするというだけではなく、例えば、

これは私が関わっています京都市内のデイサービスの話になりますが、デイサービスの

利用者の人と一般の地域の住民の方がデイサービスの時間内に作業をしに来ておられ

る。これ自体がサービスの内容でありまして、地域と連携しながらやっているものです。

何をしているかと言うと、やすりかけや、ものを塗ったりといったような手作業なので

す。これはまな板を作ったり、あるいは京都ですので、神社のお札を磨いたりといった

ような、そういう仕事を見つけてきては、利用者の方にやってもらって、それをお金や

地域の商品券に還元するといった取組をなさっています。ここでやはり重要なのは、自

分の作ったものが立派な商品として、単に福祉工房やバザーで売られるだけではなく、

ブランド化されて、エコロジーの少しおしゃれな店に置かれ、1枚数千円のものもあっ

たり、そういうことでプライドを見つけられたりということもありますし、新たな利用

者が増えたりというのも聞いております。 

こういった流れというのは、厚生労働省も、就労的活動の担い手、コーディネーター



の育成を応援しようということで２年前から手挙げ式で自治体に支援をしているとこ

ろではあります。しかし、ここで重要なのは、たしかに大田区も色々、シルバー人材セ

ンターさん、「いきいきしごとステーション」など、既存の支援団体、支援施設という

のも多々あるかと思うのですが、高齢者にあった仕事を見つけ出すということもひとつ

の大きなミッションなのです。ですので、例えば、先ほどのものを作ると言っても、大

田区の中に様々なお店やあるいは工場などがある訳で、そういうところで、高齢者でも

できることや、認知症の方でもできるような作業というのを見つけてきて、それをコー

ディネートするというところまで踏み込んでやっていくということがやはりこれから

重要になってくるのではないかなと思いました。是非、そういう資源やチャンスはある

訳ですので、この第８期において、就労というものをどこが１番キーになって推進して

いくかというのを見ながら、少し戦略を立ててやっていっていただければと思います。 

 

私も色々な意味でお手伝いできることが多々あるかと思いますので、是非お申し付け

いただければと思います。どうもお時間いただきましてありがとうございました。 

 

会長 

はい、ありがとうございました。昨日送っていただいた資料は、委員の提供のものだ

ということで。はい、ありがとうございます。 

これは参考にさせていただくということでよろしいでしょうか？事務局からの答弁

を求めますか？ 

 

委員 

そうですね。もし今後、福祉人材センターを活用したり、あるいは高齢者の人材を、

特に福祉領域にどういう具合に活用するかというようなことに関して、すぐに何か策を

持ってというのは難しいと思います。どういう方向で考えていかれる余地があるのか、

あるいはその途上にあるのかといったような、そのあたりを、高齢人材の活用に関して、

今の現状で結構ですので、ご意見いただければありがたいかなと思います。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。大変難しい課題なのですけれど、事務局でお答えにな

りますか？はい、お願いします。 

 

元気高齢者担当課長 

はい、元気高齢者担当課長でございます。委員、大変貴重なご意見、またヒントをい

ただきましてありがとうございます。 

本当に、三方良し、また「共生と予防」ということで、非常にこちらとしても貴重な



ヒントだと思っています。 

大田区としましては、委員からもお話がございましたけれども、ハローワーク、また

東京しごと財団と関係を持ちながら、シルバー人材センター、また社協の「いきいきし

ごとステーション」、それからシニアステーション糀谷で就労の支援をしているところ

でございますけれども、その３つの機関の有機的な結びつきを深めるためにも、今年度、

連絡会などを設けて、まずその様々な課題が何なのか、どういったことでターゲットを

絞っていくのかなどをきちんと整理しながら取り組んでいこうとまさに考えていると

ころです。 

また、福祉現場の就労につきまして、昨年度来も色々取り組もうということはあった

のですけれども、なかなか現状として、新型コロナウイルス感染症の関係で実施先がな

かったり、受け入れ先がなかったりということで厳しい状況がございました。そういっ

た状況も踏まえて、今後の福祉現場の人材確保の観点から、高齢者が高齢者を支えるな

り、地域を支えるというのが非常に大切なキーワードだと思っておりますので、これか

らの連絡会などそういった検討を通じて進化させていきたいと考えてございます。 

 

またもう１点、地域の担い手や通いの場の拡充のお話があったかと思います。まさに

フォーマルなグループ活動、また、インフォーマルなグループワーク、様々な活動があ

ると思いますけれども、そういった活動につきましては、区、それから地域包括支援セ

ンター、また社協といった様々なところがアンテナを張って、区の関係機関などがきち

んと連携しながら、地域の活動をより拡充していく、進化させていくということが必要

になると思っています。 

そのためにはやはり、我々もそうですけれども、行政なり、関係機関の内部での連絡、

連携の強化も必要ですけれども、グループ同士の連携ができるような機会を設けていき

たいなと思っています。なかなか行政としてキャッチできることが限られているところ

もございますが、区では、六郷地域力推進センターの多目的室で自主的な活動をしてい

る団体などとの連絡会を設け、今ある課題を様々な活動の参考にさせていただく。また、

今様々な活動をしているＮＰＯ法人もございます。そういったところに勉強会の講師を

頼んで、お互いにスキルアップしていくような機会を作っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 

現状、以上でございます。 

 

委員 

 はい、ありがとうございます。何かお手伝いできることがどうぞあればおっしゃって

ください。どうもありがとうございます。 

 



会長 

はい、ありがとうございます。就労の場ということなのですけれども、ご紹介いただ

いた介護助手のような、福祉実践の対人援助の場での就労をどう考えるかというのと、

元気な方、先ほどの京都の元気な方のようにデイの利用者さんが一緒になって共同作業

するというような対人援助ではない就労。対人援助か対人援助でないかというところは

切り分けて整理するともっと良いかなという感じがします。支えるだけではなくて、支

え合うというのが大事だし、直接感謝されるというのも大事だけれど、感謝し合うとい

うのも大事だし、そうやらないと地域共生社会に行き着かないので、そのあたりも考え

ながら今後検討させていただく貴重な参考資料をいただいたなと、ご助言をいただいた

なと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか？ 

委員、手が挙がっていた。はい、委員お願いします。 

 

委員 

 １点、先ほどの見守りキーホルダーの件ですが、あまり認知症を前に出してしまうと、

普段元気な人に使ってもらえなくなってしまうので、聞こえます？ 

 

会長 

はい、委員もう少し大きくお願いします。 

 

委員 

見守りキーホルダーの利用目的をあまり認知症という方面に言ってしまうと、皆さん

持ってくれなくなってしまうので、事故があったときや、家で具合が悪くなったとき、

そういう方を前面に出した方がよろしいかと思います。それも目的の中に入っていたは

ずなので、そちらからのアプローチの方がよろしいかと思います。認知症の人には認知

症の方にということで、家族にとっても良いと思うのですけれど、少しそれが気になっ

たものですから。 

 

あと、少し話が別なのですが、後期高齢者のフレイル検診、令和２年度から厚生労働

省が実践するよう言っている話があったかと思うのですが、大田区ではその辺はどのよ

うになっていますか？ 

 

会長 

２点目のフレイル検診。 

 

委員 

 そうですね、フレイル検診。後期高齢者のフレイル検診については、大田区では何か



始めているのでしょうか？区でやることではないのでしょうか？ 

 

会長 

 大田区の取組状況いかんということですね。はい、ありがとうございます。この２点

でよろしいでしょうか？１点目はキーホルダー、お答えになりますか？はい、キーホル

ダーからいきましょう。 

 

高齢福祉課長 

はい、キーホルダーに関しまして貴重なご意見ありがとうございます。まさにおっし

ゃるとおりかと思います。様々な方に、様々な使い方があるというようなことが分かる

よう、周知を図っていきたいと考えております。ありがとうございます。 

 

会長 

 高齢者のフレイル検診はいかがですか？ 

 

元気高齢者担当課長 

元気高齢者担当課長でございます。先ほどのフレイル検診につきまして、健康政策部

や、区民部の医療費など、そういったところの連携や連動が課題となっている現状でご

ざいます。今そういったところで、福祉部、健康政策部、区民部の３部局を連携する機

会を設けて、様々な施策に反映させていこうと考えているところでございます。 

 

会長 

委員、聞こえましたでしょうか？よろしいですか？ 

 

委員 

はい、今日は健康政策部さんや保健所絡みの方はいらしていないのでしょうか？言う

場所を間違えたのかもしれません。今度の健康プランの方で聞いてみます。はい、すみ

ません。 

 

会長 

いや、委員、部局横断でやるのがとても大事なので。 

 

委員 

 そうですね。介護保険課や、高齢者福祉課でも把握していないといけないと思います

ので。 

 



会長 

おっしゃるとおりです。 

委員 

今度のときにも言っておきますので、横断していただければと思います。 

 

会長 

そうですね。はい、ありがとうございます。 

はい、委員お願いします。 

 

委員 

先によろしいでしょうか？ 

まず３ページのところで、在宅医療相談窓口の云々というとくだりなのですけれども、

ほかの紙面でもありましたが、病院を始めたとした専門医からの相談が少なくなってい

るというのが少しどうしてかと心配されるところであります。 

これに関連するところで、５ページのところの丸５つ目、中段にありますけれども、

認知症の新規事業として認知症検診というのが、まさに医師会等々で実践される、それ

から地域包括支援センターも一緒に連携してやっていくということがこれには関わっ

てくるかと思います。先ほど３ページの方で言いましたが、やはり医療との連携という

ところが少し薄いのかなと思ったときに、今まさに委員がおっしゃったような部局を超

えた連携というのがあまり上手い具合いに作用していないのではないかなと思う部分

があります。５ページで、新規事業の認知症検診もどうなのだろうか、進め方について

は、区側としての策はどんな形でするのだろうかというところを少しお聞かせいただけ

ればと思います。是非成功させていきたいと思いますので、お願いいたします。 

以上です。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。この件からお願いします。 

 

高齢福祉課長 

はい、ありがとうございます。 

新規事業の認知症検診についてのご質問かと考えてございます。こちらは、区内の医

師会の皆様と連携させていただき、70歳それから 75歳の方々を対象に認知症の早期発

見、あるいは早期対応というところを目的に検診を実施するものでございます。検診に

つきましては、いわゆる 120弱くらいでしょうか、検診機関を医師会でご用意していた

だき、その中で、より専門の診断を受けた方がよろしいのではないかという方たちが専

門医療機関に検診に行かれるというような流れになります。 



一方で、もし認知症だというのであれば今後の支援が必ず必要になってきますので、

そこは地域包括支援センターに情報を提供しながら、その後の支援を進めていく、そう

いった内容のスキームとさせていただいてございます。 

以上でございます。 

 

会長 

はい、委員のご指摘のように、部局横断でやっていくことがとても大事だと思います。

とりわけ、地域共生社会に繋いでいくためには、部局横断がこれから大変大事になりま

すので、これでお願いをしたいと思います。はい、委員いいですか？ 

 

委員 

 ありがとうございます。 

 

会長 

 ほかに手が挙がりましたね。はい、委員。 

 

委員 

はい、２点ございます。 

1点目が、７ページの真ん中あたりの丸の５つ目なのですが、地域支え合い強化推進

員と大田区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターの連携の件です。ここには３年

度と書いてありますが、地域福祉計画との絡みで言うと、正確にお伝えしたいなという

ことと、その目的も少しお話ししたいなと思い、発言させていただきます。 

今年度の４月から旧の地域支え合い強化推進員、これは３つの社会福祉法人から８人

と、社協の地域福祉コーディネーター５人が合体しまして、執務の場所だけではなく、

同じ仕事をしようということで今活動をしている最中でございます。名称も区民に分か

りやすくということで、これをひっくるめて地域福祉コーディネーターという名称で今

地域に入っているところです。役割も、ひとつは、高齢者だけに留まらない全世代型、

子供も含めて、それから家庭、世帯という視点も含めての活動をしようというところで

す。活動の内容も、個別的な支援、要するに断らない相談から、その相談から課題を拾

い出して、地域の中で解決しようということも目標に、今、個別支援と地域支援の一体

化ということでやろうとしておるところです。 

ある意味で言うと、社会福祉協議会と３つの社会福祉法人、４つが組んでやろうとい

うことで、元の団体も違うのですが、そこを上手くやろうかということで、今福祉管理

課も含めて、動いている最中です。そこを認識していただきたいと思います。したがっ

て、フレイル予防だけでなく、もっと広い分野で活動していきたいと考えております。

これが１点目です。その辺、高齢福祉課もそういう認識だということでよろしいですよ



ね？ 

 

もう 1 点です。もう 1 点目が、11 ページなのですが、先ほどから就労、社会参加とい

う項目が出ています。この項目の内容に、社協の事業である「「いきいきしごとステー

ション」」というおおむね 55歳以上の高齢者の就労の支援事業の記述がありません。区

としても重要な施委託事業だと思いますが、記載が全くないので、少しお話をいたしま

す。 

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、かなり来場者数が少のうございまし

た。例えば、令和元年度だとだいたい年間で 2,100人ほどこちらにお越しになる方がい

らっしゃったのですが、令和２年度は、1,700人弱というところです。就職者数は、毎

年だいたい、160、170～200人なのですが、昨年度は 86 人ということで、本当に少のう

ございました。 

しかし、社協では、特例貸付という新型コロナウイルス感染症のために仕事が減った、

なくなった方に、貸付をする事業を全国の社協でやっております。我々は「いきいきし

ごとステーション」があるということで、貸付をする際に相談をして、その中で仕事を

探すというところであれば、同じ建物の７階にありますので、「いきいきしごとステー

ション」をすぐ紹介しながら、就労に繋げていったというケースもございます。 

今後、この「いきいきしごとステーション」は、新型コロナウイルス感染症状況下で

仕事がなかなか見つからない、あるいは失業という方々の分野にも少し活用できるので

はないかと私どもは考えております。今年度の目標や進み具合については、後ほど、高

齢福祉課と相談をしたいなと思っております。 

以上２点です。 

 

会長 

はい、ありがとうございました。委員から２つご意見がありました。 

１点目は地域福祉コーディネーターで個別的支援と地域支援を一体化させようとい

うことですけれども、今後はおそらく地域共生社会に向かって、重層的支援体制整備事

業の中で、どういうふうに機能を位置付けていくかなど、そういう議論をしなければい

けないなと思います。これはお答えはいいですよね？合意されているということで。 

２点目、「いきいきしごとステーション」について、これは何かお答えありますか？

時間があまりなくなってきたので。よろしいですか？ 

 

元気高齢者担当課長 

元気高齢者担当課長でございます。委員ありがとうございます。 

本当に、「いきいきしごとステーション」がまず同じ建物にある、社協が運営してい

るというところでは、様々な生活に困った方が繋げられるという点でも大きいと思って



おります。そういった効果も含めて、今後のあり方について社協さんとも相談、対応し

ていきたいと思っております。 

会長 

そうですね。社協さんに期待するところが大きいと思うのです。今後とも連携をよろ

しくお願いいたします。 

お待たせしました。委員、お願いします。お待たせしてすみません。 

 

委員 

聞こえています。よろしくお願いいたします。２点質問と、あと、意見といいますか、

あるのですけれども。 

１点目が、全体の計画の中にオンライン化やウェブ会議など、すごくそういうものが

出てきているのですけれども、オレンジカフェなどをやっていらっしゃる方たちに聞く

と、zoomで 40分の無料のものを使うということを少しお聞きしたりします。大田区と

してオンライン化の支援の方向性として、そういう事業所にどういう支援を具体的に考

えてらっしゃるかというのがひとつ目です。 

 

２点目が、３ページの在宅医療介護連携の推進というところで、在宅医療関係者の連

携強化とレベルアップとあるのですけれども、レベルアップというところが取組の計画

の中に読み取れなかったので、どういうものを目指して、レベルを上げていかれる、そ

のレベルというところの説明を少しいただきたいなと思いました。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。まず、オンラインです。オンラインへの行政、区とし

ての支援策ということで、考えがあるかどうかということですけれども、それからいき

ましょうか。 

 

高齢福祉課長 

はい、オンライン、ウェブの支援というところになりますが、いわゆる、まずオンラ

インの会議をやる基盤を作っていくというのが、今、区でも現状になってございます。

オンライン会議の中では、例えば個人情報の部分など、区の立場としてもかなり様々な

ハードルが多くございます。そちらがまずスムーズに動けるような形で、正直に申し上

げますと、区独自の中でもそういうところを進めていかなければいけないと思っている

ところでございます。 

一方では、新型コロナウイルス感染症による様々な制約の中で、オンラインが必要だ

という部分ではだんだん一般化しているところではございます。そのあたりを、今一度

皆さんの中で、今後引き続きどのような形の支援が必要になってくるのかというところ



をさらに少しお聞きした上で、何らかの形で一緒にできるようなもの、あるいは支援が

必要なものということを定めていければいいかなと考えているところでございます。 

1点目は以上でございます。 

 

会長 

はい。ありがとうございます。 

行政が支援するということになると、どうしてもセキュリティなど、個人がやってい

ることではないので、そういうところがとても大事になるのだなと思います。そういう

ことを研究していただけるということです。 

２点目は、在宅医療連携のレベルアップの具体的な内容をもう少し教えていただきた

いということです。 

 

高齢福祉課長 

はい、２点目でございます。 

レベルアップというところでございますが、こちらは、例年ですと、医療機関の関係

者の皆様による事例検討会や、あるいは協議会の中心になっている役員会の皆様との役

員会などを実施する中で、課題あるいは展望等もそれからその事例の研究という形でも

実施してきているところではあったのですけれども、やはり今回、新型コロナウイルス

感染症もございましてなかなかできていなかったというような実情もございます。また、

少しこちらにも書いてございますが、くらし健康安心ネットおおたというような、周知

イベントなのですけれども、そういった周知イベントもなかなかできなかったところも

ございます。 

まずはその部分をいかに引き続きしっかりとやっていけるかというところを進めて

いければいいかなと考えてございます。その上で、また医療関係者にも、研修等にもご

参加いただくというようなことを考えているところでございます。 

 

会長 

はい、ありがとうございました。 

大田区は、ほかの自治体と比べても医師会さんや、病院がすごく協力的でご熱心なの

です。素晴らしいなと思います。 

委員、今のお答えでよろしかったですか？ 

 

委員 

連携を強化すると何がいいかというところがすごく区民としては知りたいところで、

それが計画に反映されているというのがすごく分かりやすいのかなと思いましたので、

具体的に強化すると区民にとってどういうことが良いのだよというところを指し示し



ていただけると分かりやすいかなと思いました。 

 

会長 

はい、なるほど、わかりました。誰のために、何のためにというやつですね。具体的

に、もっとこう、打ち出し方みたいなのを考えた方がいいということですね。 

 

委員 

すみません、もうひとつ、感想といいますか、在宅医療相談窓口の推進というところ

で、今回、ワクチン接種の予約の支援を少しさせていただいたりしました。そういう相

談をされる方たちは、ネットが使えないという方もいらっしゃるのですけれども、かか

りつけ医を持ってない方が結構多かったです。かかりつけ医の方がいらっしゃると、副

反応の質問などそういうものをコールセンターに聞かなくても分かったり、身近に相談

できる場所としていいのかなと思うので是非、かかりつけ医を持っていただきたいなと

思いながら相談を受けていました。やってらっしゃるか分からないのですけれども、集

団接種会場の出口にそういう医療相談窓口のパンフレットを置くなど、多分かかりつけ

医に行く方ではなくて集団接種をされる方っていうのはかかりつけ医を持っていない

か、場所が便利だからという方もいらっしゃると思うので、推進の強化というところで、

是非そういう様々な場を活用して、そういうかかりつけ医を持っていない方たちが集ま

るようなところに周知をするというのもひとつなのかなという、これは感想です。 

 

会長 

 ありがとうございます。 

かかりつけ医、かかりつけ薬局、これはとても大事ですよね。今回、その割にみんな

今まであまり意識していなかったけれども分かったような機会だったのかなという気

もします。 

ほかにございますか？よろしいですか？はい、すみません。 

そうしましたら、次に進ませていただきます。推進会議については以上とさせていた

だいて、報告事項があるのです。その地域ケア会議、区レベル会議です。地域ケア会議

の令和２年度報告と令和３年度の予定につきまして、事務局からご説明をお願いいたし

ます。 

 

高齢福祉課長 

それでは、時間もおしてございます。本当に簡単にご案内をさせていただきます。資

料番号５番になります。ご覧ください。法定報告ということで、介護保険法上で都道府

県に報告をする必要がある部分に関して、今回お示しさせていただいている内容の資料

となってございます。 



高齢福祉課からはいくつか説明をさせていただきます。 

まず、①の高齢者の自立支援、介護予防、重度化防止に係る取組についてということ

で、いくつか報告する予定でございます。 

 

１ページでございますが、フレイル予防に向けた取組についてになってございます。

フレイル「運動・栄養・社会参加」を柱といたします「フレイル予防事業」を推進の中

で、「元気シニア・プロジェクト」での結果も踏まえまして、その理論を全区展開して

いくため、フレイル予防のチラシやリーフレット、区報特集号などの発行を行い、地域

の自主グループ活動にフレイル予防を効果的に結び付けていくような取組を推進して

きたところでございます。今後も、地域ぐるみのフレイル予防の取組について推進して

まいります。 

 

２ページ目でございますが、介護予防の普及啓発と地域の担い手、通いの場の確保に

ついてとなってございます。こちらは、担い手の中心となる通いの場を確保しまして、

介護予防を通じた利用者間の交流促進、地域づくりへと発展していくことを目指してま

いりたいと考えてございます。 

 

同じく２ページでございますが、介護予防ケアマネジメントについてでございます。

地域包括支援センターに対しまして、自立に向けた目標設定、アプローチを可能にする

ため、利用者へのケアマネジメントの強化を推し進めていく必要があり、今年度は研修

会等が中止になってしまった部分もございますが、引き続きこの部分に関しては進めて

いきたいと考えているところでございます。 

 

３ページ目につきまして、介護予防応援評価事業についてでございます。こちらは、

事業者と利用者が一体となって、介護予防に取り組んでいく、その意欲と取組あるいは

サービスの質の向上を目指していくものとなってまいります。 

 

令和４年度の第２期事業実施に向けて、課題分析等も含めまして検討を進めてまいり

ます。 

高齢福祉課からは以上になります。 

 

介護保険課長 

それでは介護保険課から、ご説明申し上げます。 

４ページをご覧ください。給付適正化でございます。こちらは、ケアプラン点検とい

うことで、年間 50 件～100件程度、点検を行っております。令和２年度も実施しており

まして、ＮＰＯ法人大田区介護支援専門員連絡会さんにお願いしております。こちらは



評価が「おおむね良好」ということで評価させていただきました。今後の課題といたし

ましては、全国平均より高い在宅サービスの給付をしっかり見ていく必要があると考え

ております。 

おめくりください。次は認定適正化ということで、認定審査会は全国共通の基準で行

われております。審査会に向けた会報の発行などを行いながら、また模擬審査を行いな

がら、平準化ということで努めております。評価は、「良好」ということで丸を付けさ

せていただきました。新型コロナウイルス感染症の影響により、今回は認定期間の延長

など、かなりイレギュラーな状態が続いております。今後ウェブ会議など、また新たな

会議も必要かということも検討していかなければならないと考えております。 

 

５ページ目の下の方です。住宅改修・福祉用具点検ということで、住宅改修や福祉用

具の購入に際しましては、ケアプランに記載がない場合もあるということで、しっかり

ケアプランに記載等するように、助言を行っていく。従来は、訪問をして利用状況や住

宅改修したものがご本人にあっているかという確認をしたりしておりました。しかし、

新型コロナウイルス感染症の影響により、そういったことができないという状況になり

ましたので、電話による事業所への聞き取り、また今年度につきましては、利用者さん

への電話での聞き取りなどを行っていきたいと考えております。 

 

続きまして、６ページの中段、医療費との突合ということで、縦覧点検・医療突合と

いうところでございます。こちらは、事業所の請求誤りなどを、介護保険課で見つけま

して、返金に繋がる事例というのもございました。算定要件が非常に細かく、事業者さ

んからの問い合わせが多いというところでもあります。今後も事業者さんと意思疎通を

しながら、算定要件の周知というものに努めたいと考えております。 

 

続きまして１番下の段の、介護給付費通知についてということで、こちらは給付の利

用高を通知するサービスで、どのくらい利用され、介護保険で支払われているかを通知

しております。23,500名に通知させていただきまして、問い合わせは 42件ということ

でございます。そしてこちらは「良好」ということでございます。こちらは、通知する

ことにより、事業者さんも過度な利用をしないということで、抑止力も働いているので

はないかと考えております。 

 

７ページ真ん中、中段でございます。給付実績の活用ということで、こちらは、事業

所への実地指導を担当するところと情報提供しながら進めるべきところではございま

すが、まだまだ連携が十分でないというところもございます。評価としては、「丸」と

いうことで、一定程度の連携は行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、研修への参加もままならなかったということ、そういったことで、新たな知識の



吸収ということでは十分ではなかったかなと思います。また、法人指導担当とも、指定

担当とも連携しながら、しっかり給付実績を活用するということを進めていきたいと考

えております。 

資料番号５番につきましては以上でございます。それでは会長、よろしくお願いいた

します。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。117条の法定報告でした。今お話がありましたように、

ここに資料５にありますような内容でよろしいでしょうか？これは法定報告です。よろ

しいですか？はい、ありがとうございます。 

そうしたら、次が報告事項ですかね。地域ケア会議、はい。 

 

高齢福祉課長 

 よろしいでしょうか？はい、それでは資料番号は７番になります。地域ケア会議につ

きましてのご報告、それから３年度の予定という形になってございます。資料番号７番

をご覧ください。 

 

１番が、令和２年度の開催実績ということになってございます。（１）の個別レベル、

それから（２）の圏域レベル、それから（３）の区レベルという３つの会議の実績を表

してございます。恐縮でございますが、ご覧になっていただければと思います。 

  

２に移らせていただいて、令和３年度の予定になります。令和３年度につきましては、

区レベル会議につきまして、推進会議と同一の日に実施するということを考えてござい

ます。推進会議につきましては、令和３年度の分は、今回のほか、10月、２月の開催を

予定してございますが、そのうち今のところ２月の推進会議の開催に向けて調整を図る

予定でおります。テーマにつきましては、現在検討中と書いてございますが、現段階で

は、いわゆる介護予防あるいはフレイル予防といった部分を少し大きくとらえさせてい

ただきながら、テーマにしていきたいなと考えているところでございます。 

 

説明は以上でございます。 

 

会長 

 説明のありました内容につきまして、何かご質疑はございますか？ 

 

委員 

 あ、よろしいでしょうか？ 



会長 

 はい、委員。 

 

委員 

私ども、かねがね考えておりまして、やはりＰＤＣＡサイクルをどう回していくか、

あるいはどう考えていくかというところだと思うのです。今回地域ケア会議においてＰ

ＤＣＡサイクルということですけれども、やはり何と言いますか、１番大事なのは、区

全体の戦略として、このＰＤＣＡサイクルをどう回していくかということになってくる

かと思うのです。個別課題など近々になると、より身近な事業や事例に対してのＰＤＣ

Ａということになると思うのですけれども、むしろ区本体がどう地域ケア会議、あるい

はこの介護予防や、フレイル予防、あるいはこの生活支援体制整備事業全体のＰＤＣＡ

をどう回していくかということを、特にやはり職員の方と一緒に勉強していかないとい

けないと思います。そうしないと、多分職員の方が、区レベルと言っても個別のＰＤＣ

Ａの意識を持ってしまったり、圏域レベルで止まったりということで、そうするとやは

り現場の方々が区全体の戦略が見えなかったり、区が何を求めて、どういうゴールを向

かっているのかということが見えなかったりすることがあるかと思うのです。ですので、

このＰＤＣＡに関して少し勉強する機会をもっと作っていってもいいのかなと思いま

して。その辺もまた、微力ながら我々のセンターや研究室も、今厚生労働省からも、特

に介護予防のＰＤＣＡのモデル作りや回し方に関しては研修の委託を受けたりしてや

っておりますので、是非一緒に少し勉強していく機会を作っていただけると光栄かなと

思っております。 

以上でございます。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。地域ケア会議、５つ機能があると言われています。最

終的には政策形成に繋がっていく訳で、具体的には、政策形成の結果というのは、我々

が今やっているような計画に、どのように書き込むことができるかということです。そ

のためには、ＰＤＣＡサイクルを上手く回さないと書けないし、書きっぱなしではなく

てＰＤＣＡサイクルそのものを継続させていく、ずっと循環させていくのでしょうね。

そのことが大事だというご指摘をいただいております。おっしゃるとおりだと思います。 

 

はい、それ以外ございますか？いいですか？よろしいですか？はい、そうしたらこれ

で本日の議事は終了でよろしいですかね？事務局、それでよろしいですか？ 

 委員の皆様ありがとうございました。私、進行が大変まずくて、２時 45 分くらいで

本当は終わらなければいけなかったのに、ごめんなさい。大変失礼しました。皆さんご

予定があったのではないかと思います。失礼しました。これにて本日予定をしておりま



した議事は全て終了いたしました。事務局にお戻しをいたします。事務局お願いいたし

ます。 

 

介護保険課長 

 会長、ならびに委員の皆様、長時間にわたりまして本日、活発なご議論をありがとう

ございました。次回の推進会議は 10 月 25 日、月曜日、13 時 30 分、１時 30 分から予

定しております。詳細につきましては、また改めてご案内のほど、差し上げたいと思い

ます。本日、不慣れな進行、申し訳ございませんでした。以後、改善して、短時間で会

議が進められるようにしていきたいと思います。本日は委員の皆様、どうも長時間にわ

たりましてありがとうございました。 

 

各委員 

 ありがとうございました。 

 

会長 

みなさんお元気でお過ごしください。 


